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･:jﾝ|≒やスポーツの振興、生涯学習の推

I什なと

　ニb　福祉づくりのために

j;IIぃ1ゃんから高齢者までの住民福祉の

y･7　、II:1匝や生活支援の充実など

､へ1こ、環墳づくりのために

|刊然の保護や緑化の推進、温圖化の防

止対策、交通安全や公害対策など

゜｢ヅのまちづくりのために

跨田i扁咄や市施設の整備，産業や観光

の鮎沢，地域の活性化など

･i･(.1分61･ljl,|は|新庁舎の建19)に活用させて

　………z,.'l::,:'一一たいと思いまｔ

::l池の事業のために

特に希望がある爛合はご記入ください
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吊'ijしていただいた方にお礼として､温泉人偏券､農産物|白[売所での特産IIIljlり|換券なとを

りlいたします｡また､5.000円以上のご､俳i･|をお寄せいただいた方には､とうもろこしや桃、

･｡'･'!1･と･|IIJijヽ】‘･ll'θ)1.1?jﾀﾞfilll-ljlをお贈りいたします｡句の味覚をお楽しみください。
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②寄附証明書などの送付
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ぺ

ほかに払込方法は｢納付書払い｣と

F現金書留払い｣もあります。

(詳しくはホームページをご覧ください｡)

y｀“'

ｔい1こ似ける方

下記の「払込取扱票」に、ご住所、お名前、寄附金額などをご記入のうえ、

最寄りのゆうちよ銀行でお支払いください〔払込手数料は無料です〕。
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甲府市ふるさと納税（寄附）次の事業への活用を希望します。

　　lg.いylき人-J･く1知,ために　　　　・ JI{,laの5-jのメニューかj｀,選ぴ｡

　　14.-J･こやか聊|17バ㈲}ために　　　　∩をおｲ･ISiドさい｡

　　火ｊｌ７以1･j;llJQ-Jくりり･】ために　　　　なお,妃人がない場合は,いずれかの

　　|||｡1･,陥lillli･JU･μ,一jくりjためIこ　　　　'Jiiに話jljさせていたたきます｡
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①確定申告

　(寄附証明書添付)

②所得税の軽減

確定申告が必要です。

住所地の所轄税務署

S一応　■　-ｙ

住所地の市区町村

③翌年度の
　住民税から控除　＿＿

ttt.t.;'二z二is,｀一一i'
l｀'も２人世帯)が３万円………÷E.;4j5べn8円の税の控除を受け

６,’ｊ力Iり一一7i14.，liliiA仔ﾄag,南画WISの年●２９万２,０００円）

ｉ循ｌと住居税の控除額のき計＝25.300円‥･①＋②＋③

･所姻税の所栢控除による税額軽漏(適用下限額2,000円l

　所得税控除‐＝【30,000円－2.000円】×10％＝2,800円‥･a)

･住民税の税�押除C適用下限額5.000円)

　基本控除額＝〔30,000円－5,000円〕X10％－2,500円‥･②

　特例控除冒＝【30.000円－5.000円】X80％＝20,000円‥･【勁

※住民税α】所得頴の釣II{この垣吉29,2001が控除の上履です。

　上履を超えた部分は控除になりません。

liりS吋】SI伺･金一朗の対談となる蓄剛奎の裡賠lia限度●lj,地力公共団偉以外の

……で.･'.Iり1.,りて旭所li金II専の３０％でt。

　IIり.,iの・止５によ･J一院111外となる自己良相欄か蛮更になる埋自か島りま･．
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確定申告により、所得税と住

回税から控除されます｡控除

の上限は､個人住民税所得割

翻の約1割です。

※限度額は､個人により異な

りますが､年収７００万円、夫

婦十子ども２人の方の場合３

万円程度(●考倒善悪)

郷去人の場合は全額損金算入できまｔ

　詳しくは､税務署にお問い合わせください。

ふるさと納税について詳しくはこちらへ

｢心のふるさと甲府ふるさと応援サイト｣

一躍心
甲府市ホームページからはこちら

のバナーをクリック!

URLhttp://www.city.kofu.yamanashi.Jp

　　　　　間い合わせ･申し込み窓口

〒400-8585山梨県甲府市相生二丁目17著1号

　　甲府市役所(企画部企画総宣繊麗謨)

　　電話：０５５(２３７)５２６４(直通)

　　ＦＡＸ：０５５(２２０)６９３８

　　Ｅメール:kksoumu＠city.kofu.19.jp

l,･1

｜

!｡II I』|,U｡ﾉ･jいでくださＬ
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